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昭和 3 年 •葉山小学校講堂に鈴木三郎助氏の寄付により「図書館」が開設

昭和 45 年 •公民館付設図書館として旧役場前に移る 
 

昭和 55 年 ４月 •図書館準備室発足 
 

昭和 56 年 ４月 •「葉山町立図書館」開館 

５月 •貸出業務開始 
開館時間 平日午前９時３０分～午後８時

土•日•祝日 午前９時３０分～午後５時 
 

昭和 56 年 １月 •カセットテープの貸出開始 

9 月 •返却ポストの設置（葉桜児童館前•木古庭会館前） 

昭和 59 年 5 月 •おはなし会開始 
 

昭和 60 年 6 月 •「図書館だより」創刊 全戸配布 

昭和 61 年 4 月 •逗子市立図書館と相互協力の開始 

昭和 63 年 １０月 •三浦半島公立図書館の相互協力の開始 

平成 3 年 9 月 •開館１０周年記念文芸講演会 飯田龍太氏「俳句と人生」 
 

• 開館１０周年記念コンサート 青柳いづみ子氏「おしゃべりピアノ」

平成 4 年 １月 •図書館電算システム導入 

• ビデオ、CD の貸出開始

平成 8 年 １０月 •図書館システム更新 

平成 10 年 ７月 •図書館懇話会を設置、諮問 

１ 葉山町立図書館のあゆみ 

平成 11 年 ４月 
• 開館時間の変更 平日、土日祝日 午前９時～午後６時 

７月 20 日～8 月 31 日の間は、午後７時 
平成 12 年 3 月 • 図書館懇話会から答申を受ける 
 ４月 • コピー料金を 30 円から 20 円に変更 
 ７月 • ホール屋上屋根防水工事実施 
 １２月 • 電子メールによる図書予約受付開始 

平成 13 年 １０月 • 図書館システム更新、レシートプリンターサービス開始 

平成 15 年 ４月 •「葉山まちづくり館」設置のため２階研修室２を目的外使用承認 
 １１月 • 蔵書検索(ＯＰＡＣ)システム稼動開始 

平成 16 年 ４月 • コイン式コピー機導入に伴い、コピー料金を 20円から 10円に変更 
 ９月 • ＤＶＤの貸出開始 

平成１８年 １１月 •「堀口大學文庫」開設 

平成１９年 １０月 • 図書館システム更新 

平成２０年 11 月 • 耐震診断調査実施 

平成２１年 ７月 • 開館時間を通年午前９時～午後６時に変更 

平成２３年 １月 • ライブラリーカード再発行の有料化（１枚１００円） 
 ９月 • 子ども育成課の４ヶ月健診時に保健センターでブックスタート開始 

平成 24 年 １月 • 開館日の変更 土日祝日はすべて開館 
（祝日の翌日が土日休日の場合は開館し、次の平日を休館とする） 

平成２５年 4 月 • 開館日の変更 第２木曜日の館内整理日を月末の月曜日に変更 
 11 月 • 図書館システム更新 

平成２７年 ７月 •「読書の記録」を配布 

平成２８年 ４月 • 雑誌スポンサー制度を開始 

平成２９年 ４月 • 除菌ボックス設置 

平成３０年 １月 • 図書館防水•外壁等改修工事（～３月） 

 

年 月 主な取り組み等 
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２ 利用規定  

（１）開館時間 

午前９時から午後６時 

（２）休館日 

ア 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合を除く） 

イ 休日の翌日（土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く）

ウ 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

エ 特別整理期間（６月上旬の約７日間） 

（３）貸出点数及び貸出期間 

区 分 貸出点数 貸出期間 

図書資料 
個 人 4 冊 １回につき２週間以内 

団 体 １回につき３００冊以内 １回につき 1 ヶ月以内 

視聴覚資料•雑誌 ２点以内 １回につき１週間以内 

（４）相互協力 

三浦半島地区４市１町（葉山町、横須賀市、逗子市、鎌倉市、三浦市）の公共図書

館が、行政区域を越えて、三浦半島地区に在住している方なら同地区のどの図書館で

も利用できる制度。貸出点数•貸出期間等は各図書館の規則による。 

 

３ 施設概要  

（１）名称等 

ア 名 称 葉山町立図書館 

イ 所在地 〒240-0112 葉山町堀内 1874 番地 
  電話 046-875-0088 
ウ 開 館 昭和 56 年４月１日 

 

（２）施設の概要 

昭和 56 年２月完成、4 月に開館。建築工事費３９７百万円。 

ア 建築面積 ９４３㎡ 

イ 延べ床面積 ２，０３４㎡ 

ウ 構 造 鉄筋コンクリート造 地上２階、地下１階 
  ２階（７４８㎡） 

附属施設（ホール、研修室１、２（和室 39 畳、洋室 40 席）、

会議室、堀口大學文庫、機械室 

１階（８６４㎡） 

貸出室（一般図書•児童図書•雑誌•視聴覚資料）、カウンター、

学習室、事務室、整理室 

中地階 上書庫、荷解場•休憩室•管理室

地下１階  下書庫、電気室、受水槽 

駐車場 ２７台 
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図書館施設案内図 
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貸出室（１階）詳細案内図 

 

（３）蔵書収蔵可能数 

開架 52,000 冊  

閉架書庫 108,000 冊 （中地階 70,000 冊、地下 1 階 38,000 冊） 

合計 160,000 冊  

（４）閲覧席の数 

112 席（うち児童室 12 席、自習室 72 席） 

（５）図書館システム 

基本処理装置 NEC／ＬｉＣＳ－Ｒｅ２ 

（ＬｉＣＳ－Ｒｅ ｆｏｒ ＳａａＳ） 

－ 

端末機 事務室 ２台 

カウンター ３台 

利用者検索用 ３台 

整理室 ６台 

書庫 ２台 
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青少年係 

スポーツ係 

公民館 

 
図書館 館長（司書）   

しおさい博物館 

（６）堀口大學文庫 

わが国の近代文学史上に大きな功績を残した詩人であり、フランス文学者である

名誉町民堀口大學氏の文庫を平成 18 年 11 月に開設し、２階にて常時展示を行って

います。 

 

４ 組織•職員数  

 

（平成 30 年 4 月 1 日現在） 

教育長  教育部 教育総務課 

 

 

学校教育課 

庶務係

施設係 

学務係

指導係 

教育研究所 

生涯学習課 生涯学習係 
 

 

 

 

 

 

 

 
常勤職員 1 (1) 
再任用職員 1  

非常勤職員 5 (2) 

アルバイト 12 (6) 
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５ 平成 29 年度の事業概要  

（１）予算•決算（平成 29 年度） 

 
 平成29年度 28-29 

予算比較 
主な内容 

予算 決算 

図書館運営費 69,166 59,667 45,665  

賃金 12,085 11,573 14 アルバイト員賃金 

旅費 8 4 2  

需用費 5,220 5,112 △ 1,194 消耗品、光熱水費、修繕料等 

役務費 386 311 △ 2 通信運搬費等 

委託料 4,363 4,354 416 管理委託、MARC切替業務委託等 

使用料及び賃借料 895 810 677 借上げ料、MARC情報使用料 

工事請負費 45,801 37,098 45,425 外壁等改修工事等 

備品購入費 373 364 327 除菌ボックス等 

負担金補助及び交付金 35 35 0  

公課費 0 6 △ 6  

読書活動推進事業 70 57 23  

需用費 40 33 23 消耗品 

備品購入費 30 24 0 図書備品費（大型絵本） 

利用者サービス事業 4,525 4,504 9  

需用費 44 25 9 消耗品 

役務費 139 139 0 通信運搬費 

委託料 2,547 2,547 0 図書館システム保守点検 

使用料及び賃借料 1,795 1,793 0 図書館システム借上げ料 

資料整備事業 7,805 7,793 △ 207  

需用費 2,155 2,145 107 雑誌•新聞等、その他 

委託料 0 0 △ 314  

備品購入費 5,650 5,648 0 図書購入費 

 
※図書購入費合計  （千円）  

 29年度決算 7 , 203 

 読書活動推進事業 24 大型絵本 

 資料整備事業 1,531 雑誌・新聞等 

  5,648 図書購入費 

 28年度決算 7 , 158  

 読書活動推進事業 24 大型絵本 

 資料整備事業 1,524 雑誌・新聞等 

  5,610 図書購入費 
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（２）29 年度事業の概要 

 

  ア 図書館運営費  

図書館外壁改修工事を行ったほか、図書館の管理運営に必要なアルバイト員の雇

用•施設設備の保守、管理、修繕、及び一般事務を行った。 

開館日２85 日、館内整理（特別含む）24 日

貸出利用者数（個人)   延べ  53,784 人

貸出資料数 延べ 146,057 点 

来館者数 延べ 137,114 人

堀口大學文庫入館者数   延べ   3,983 人 

• ホール音響設備修繕、図書館システム用プリンター修繕、２階ホワイエ空調機修

繕、監視カメラ設備修繕 

• 県立図書館宛書籍宅配料 

• 機械警備業務、MARC 切替業務委託、自家用電気工作物保安業務委託、植栽管理

委託、図書館管理委託、廃棄物収集運搬処分委託、 

• 外壁等改修工事（外壁、タイル改修、屋上、地下書庫防水等一式）、館内監視モニ

ター更新、便座取替修繕、階段(壁付)補助手摺取付工事 

• 除菌ボックス購入、冷水機 

  イ 読書活動推進事業  

平成 30 年 8 月に「第二次子ども読書活動推進計画」を策定したほか、様々な世代

が読書に親しみ、図書館をより活用してもらえるよう、「おはなし会」、ブックスター

ト等のきっかけづくりや、「読書の記録」の配布、図書資料の展示を行った。 

大型絵本  購入３冊 

 

  ウ 利用者サービス事業  

図書館システムを活用し、図書館サービスの効率化•充実化を行い、利用者の利便

性の向上に努めた。 

図書館システム保守点検、図書館システム（Ｌｉｃｓ‐Re for SaａS）、

図書館蔵書管理に伴う電算管理システム機器等借り上げ 

 

  エ 資料整備事業  

一般図書、雑誌や新聞、貴重な地域資料等の収集、充実を図るとともに、資料の適

切な整備や保存管理を行い、様々な利用者のニーズに応えるべく図書館機能の充実を

図った。 

一般図書 購入 2,674 冊 3,819,792 円 

児童図書 購入 1,253 冊 1,728,110 円 
ＤＶＤ 購入 14 点 99,654 円 
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６ 主な活動指標  
 

 

葉山町人口 ３３，２９４人（平成 30 年 4 月 1 日） 

※33,377 人（平成 29 年 4 月 1 日） 

 

 平成 29 年度 平成 28 年度 

町民 1 人当たりの資料費（図書購入費／人口）円 216.34 214.45 

資料（図書•雑誌•視聴覚資料）購入費 7,202,670   

図書購入費（Ｈ29 決算：資料費合計） 7,202,670 7,157,966 

町民一人当たりの蔵書冊数（蔵書冊数／人口）冊 4.81 4.70 

図書蔵書冊数 160,164／人口 

蔵書冊数（図書資料のみ） 
 

160,164 

 

156,958 

町民一人当たりの貸出点数（貸出点数／人口）冊 4.39 4.57 

図書•雑誌•視聴覚資料貸出点数 146,057／人口   

貸出冊数 146,057 152,589 

町民一人当たりの予約冊数（予約処理数／人口）冊 0.44 0.47 

予約処理数 14,741／人口   

予約処理数 14,741 15,561 

蔵書回転率（貸出冊数／蔵書冊数）冊 0.80 0.94 

図書貸出冊数 127,824／図書蔵書冊数 160,164   

図書貸出冊数（個人、図書資料のみ） 127,824 146,849 

蔵書新鮮度（受入冊数／蔵書冊数）％ 2.89％ 2.50％ 

図書受入冊数 4,632／図書蔵書冊数 160,164 

受入冊数 
 

4,632 

 

3,925 

登録率 町民のみの登録率（登録者数／人口）％ 60.3％ 58.6％ 

登録者数 20,080 人／人口 

登録者数 
 

20,080 
 

19,552 

 

類似規模図書館比較（H28 年度比較） 

 

葉山町 
大磯町 

（2 館計） 
二宮町 

逗子市 
（３館計） 

サービス対象人口 33,377 人 31,431 人 28,090 人 57,525 人 

蔵書冊数（図書資料のみ） 156,958 冊 228,716 冊 216,031 冊 230,378 冊 

登録率 58.6％ 62.3％ 74.8％ 55.4％ 

住民一人当たりの貸出点数 4.57 点 5.98 点 7.67 点 9.09 点 

住民一人当たりの資料購入 
※決算比較 

214 円 317 円 － 348 円 

蔵書回転率（図書資料のみ） 0.9４回 0.72 回 0.94 回 2.08 回 

人口当たり来館回数 4.3 回 5.2 回 7.6 回 9.4 回 

図書館予算（28 年度） 
※職員給与費等は除く 35,868 千円 44,932 千円 41,959 千円 50,128 千円 
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７ 統計資料  

（１）蔵書構成

ア 図書資料 

 

 

 

 

 

イ 図書分類所蔵状況 
 一 般 書 児 童 書 29 年 度末 

構 成 比 
蔵 書 冊 数 構 成 比 蔵 書 冊 数 構 成 比 蔵 書 冊 数 

  （％）   （％）   （％） 

０ 総 記 5,226 4.5 405 0.9 5,631 3.5 

１ 哲 学 3,381 2.9 332 0.7 3,713 2.3 

２ 歴 史 14,072 12.2 1,971 4.4 16,043 10.0 

３ 社会科学 14,388 12.5 1,687 3.8 16,075 10.0 

４ 自然科学 6,238 5.4 3,037 6.8 9,275 5.8 

５ 技 術 8,078 7.0 998 2.2 9,076 5.7 

６ 産 業 2,751 2.4 515 1.1 3,266 2.0 

７ 芸 術 12,358 10.7 1,591 3.5 13,949 8.7 

８ 言 語 1,788 1.6 473 1.1 2,261 1.4 

９ 文 学 47,012 40.8 15,754 35.1 62,766 39.2 

Ｅ 絵 本 0 0.0 17,279 38.5 17,279 10.8 

P 紙 芝 居 0 0.0 830 1.8 830 0.5 

合 計 115,292 100 44,872 100 160,164 100 

ウ 視聴覚資料 
 28 年 度末 29年度受払状況 29 年 度末 構 成 比 

蔵 書 巻 数 購 入 巻 数 寄贈等巻数 除 籍 巻 数 蔵 書 冊 数  （％） 

カセットブック 132 0 0 72 60 2.3 

C  D 2,283 0 0 5 2,278 87.9 

ビ デ オ テ ー プ 50 0 0 0 50 1.9 

D V D 199 14 0 9 204 7.9 

合  計 2,664 14 0 86 2,592 100 

エ 総合計 
 28年度末 

蔵書冊(巻)数 

29年度受払状況 29年度末 

蔵書冊(巻)数 購入冊(巻)数 寄贈冊(巻)数 除籍冊(巻)数 

図 書 資 料 156,958 3,930 702 1,426 160,164 

視 聴  覚  資  料 2,664 14 0 86 2,592 

小 計 159,622 3,944 702 1,512 162,756 

雑 誌 7,703 1,285 315 2,109 7,194 

総 合 計 167,325 5,229 1,017 3,621 169,950 

区分 

種別 

28 年 度 末 

蔵 書  冊 数 

29年度受払状況 29 年 度 末 

蔵 書  冊 数 

構 成 比 

（％） 購 入  冊 数 寄贈等冊数 除 籍  冊 数 

一 般 書 113,216 2,674 545 1,143 115,292 72.0 

児 童 書 43,742 1,256 157 283 44,872 28.0 

合 計 156,958 3,930 702 1,426 160,164 100 
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オ 雑誌•新聞等一覧 

① -１ 平成 29 年度受入雑誌 

全 78 タイトル（内訳：月刊 56、隔月刊 6、週刊 9、隔週刊 6、年 10 回 1） 

※原則 1 年間保存、保存期間後「ご自由にお持ちください」コーナーに出します。 
 誌 名 刊 行  誌 名 刊 行 

１ AERA 週刊 40 日本カメラ 月刊 

２ ａｎａｎ 週刊 41 Newton 月刊 

３ 週刊朝日 週刊 42 Hers 月刊 

４ 週刊エコノミスト 週刊 43 Hａｎａｋｏ 月刊 

５ 週刊サンデー毎日 週刊 44 フォトコン 月刊 

６ 週刊新潮 週刊 45 婦人之友 月刊 

７ 週刊ダイヤモンド 週刊 46 文藝春秋 月刊 

８ 週刊東洋経済 週刊 47 ミセス 月刊 

９ 週刊文春 週刊 48 歴史人 月刊 

10 オレンジページ 隔週刊 49 WILL 月刊 

11 クロワッサン 隔週刊 50 からだにいいこと 月刊 

12 Sports Graphic Number 隔週刊 51 クーヨン 月刊 

13 BRUTUS 隔週刊 52 GOETHE 月刊 

14 PRESIDENT 隔週刊 53 子供の科学 月刊 

15 婦人公論 隔週刊 54 サンキュ！ 月刊 

16 オール読物 月刊 55 すばる 月刊 

17 男の隠れ家 月刊 56 ダ•ヴィンチ 月刊 

18 かがくのとも 月刊 57 旅の手帖 月刊 

19 舵 月刊 58 ｄancyu 月刊 

20 家庭画報 月刊 59 つり人 月刊 

21 NHK テキスト きょうの健康 月刊 60 日経トレンディー 月刊 

22 NHK テキスト きょうの料理 月刊 61 BE－PAL 月刊 

23 芸術新潮 月刊 62 文学界 月刊 

24 現代詩手帖 月刊 63 MOE 月刊 

25 こどものとも 0.1.2 月刊 64 ゆうゆう 月刊 

26 こどものとも年少版 月刊 65 月刊福祉 月刊 

27 子どもの本棚 月刊 66 NHK テキスト やさいの時間 隔月刊 

28 ゴルフダイジェスト 月刊 67 ku：nel 隔月刊 

29 サッカーマガジン 月刊 68 モダンリビング 隔月刊 

30 サライ 月刊 69 ランドネ 隔月刊 

31 JTB 時刻表 月刊 70 美術手帖 隔月刊 

32 NHK テキスト 趣味の園芸 月刊 71 和楽 年 10 回 

33 新潮 月刊 72 栄養と料理 月刊 

34 新潮 45 月刊 73 CasaBrutus 月刊 

35 NHK テキスト すてきにハンドメイド 月刊 74 月刊ニュースがわかる 月刊 

36 世界 月刊 75 日経 PC２１ 月刊 

37 世界の艦船 月刊 76 婦人画報 月刊 

38 短歌 月刊 77 ランナーズ 月刊 

39 天然生活 月刊 78 おひさま（休刊） 隔月刊 
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①-2 受入中止雑誌 

（永年保存雑誌および受入中止となった保存年限内の雑誌） 
 誌 名 刊 行 保存年限 備 考 

１ おひさま 隔月刊 １年 20１８年２月号で休刊 

①-3 寄贈雑誌 
 誌 名 保存年限  誌 名 保存年限 

１ 健康３６５ １年 ６ 国立国会図書館 １年 

２ 現代の図書館 ３年 ７ ＡＦＦ 1 年 

３ 地球のこと（ＷＷＦ） ３年 ８ ロータリーの友 １年 

４ 特産情報 ３年 ９ ＪＡ通信 １年 

５ 図書館雑誌 ３年  

② 新聞 

全８紙 うち購入６／寄贈２ 
 紙 名 保存年限  備考   保存年限  備考 

1 神奈川新聞 2 年 日刊  5 日本経済新聞 1 年 日刊  

2 朝日新聞 1 年 日刊  6 産経新聞 1 年 日刊  

3 毎日新聞 1 年 日刊  7 しんぶん赤旗 1 年 日刊 寄贈 

4 読売新聞 1 年 日刊  8 公明新聞 1 年 日刊 寄贈 

③ 情報提供誌 
 誌 名  誌 名 

1 タウンニュース葉山版 9 わかば（葉中 PTA） 

2 なつしま 10 葉山町社会福祉協議会だより 

3 福祉タイムズ 11 はまかぜ 

4 かざぐるま 12 江ノ電沿線新聞 

5 葉山新聞 13 湘南よみうり 

6 東伏見台 14 鎌倉朝日 

7 はざくら 15 Ｃａｆｅ 

8 こんにちは（葉小 PTA） 16 セカンドライフ 

④ 官報 
 官公報名  官公報名 

1 官報 8 労働かながわ 

2 神奈川県公報 9 自治研月報 

3 神奈川県広報目録 10 広報 はやま 

4 県財政のあらまし 11 広報 ずし 

5 県のたより 12 三浦市民 

6 議会かながわ 13 草津広報 いでゆ 

7 議会かながわ（点字）  
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（２）利用統計 

ア 月別利用状況（個人のみ） 

 

開館日数 

（日） 

新規 

登録者数 
（人） 

貸出者数 

（人） 

貸出冊数 

（冊） 

予約冊数 

（冊） 

来館者数 

（人） 

4月 26 81 4,624 11,690 1,142 11,238 

5月 24 70 4,457 11,111 1,031 12,259 

6月 25 68 4,530 11,253 1,039 10,988 

7月 26 95 5,164 12,860 1,115 13,891 

8月 26 98 5,480 13,818 1,052 15,711 

9月 25 73 5,037 12,718 1,186 12,669 

10月 26 55 4,918 12,334 1,167 12,318 

11月 24 42 4,432 11,236 1,053 12,007 

12月 23 39 4,191 13,355 1,125 10,107 

1月 10 19 1,959 6,881 676 4,638 

2月 24 42 4,499 11,533 1,065 10,974 

3月 26 54 4,493 11,195 1,077 10,314 

29年度合計 285 736 53,784 139,984 12,728 137,114 

月平均  61.3 4,482 11,665 1,061 11,426 

1日平均  2.6 188.7 491.2 44.7 481.1 

28年度実績 295 743 57,180 146,868 14,009 143,118 

前年度比較 △ 10 △ 7 △ 3,396 △ 6,884 △ 1,281 △ 6,004 

※平成 29 年度 登録者総数 24,429 人（新規登録：736 人） 

※※一般 22,284 人 児童（０～12 歳）2,145 人 計 24,429 人）

イ 登録者内訳および地区別利用状況 

居住地区 
登録者数 

（人） 
構成割合 

（％） 
利用者数 

（人） 
構成割合 

（％） 
貸出冊数 

（冊） 
構成割合 

（％） 

 

葉

山

町 

木古庭 441 1.8 59 1.6 1,021 0.7 

上山口 725 3.0 133 2.8 4,227 3.0 

下山口 1,592 6.5 416 6.9 11,623 8.3 

一 色 6,090 24.9 1,479 25.5 40,394 28.9 

堀 内 6,718 27.5 1,723 29.4 46,644 33.3 

長 柄 4,514 18.5 971 17.8 22,581 16.1 

葉山町合計 20,080 82.2 4,781 84.1 126,490 90.4 

横須賀市 1,624 6.6 267 6.4 6,209 4.4 

逗子市 2,036 8.3 229 6.7 4,240 3.0 

鎌倉市 174 0.7 25 0.7 326 0.2 

三浦市 55 0.2 16 0.2 427 0.3 

その他町外 460 1.9 102 1.9 2,292 1.6 

町外合計 4,349 17.8 639 15.9 13,494 9.6 

合 計 24,429 100 5,420 100 139,984 100 
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ウ  資料別 貸出統計

個人のみ 
 

一般書 児童書 郷土資料 図書合計 雑誌 
視聴覚

資 料 
総計 

貸出数（冊） 86,159 41,225 440 127,824 9,356 2,804 139,984 

団体貸出（図書•雑誌） 

利用団体数 31 団体（学校を含む） 

貸出冊数 4,010 冊

相互貸借（図書•雑誌） 

借受冊数（町外図書館から借用） 1,369 冊 

提供冊数（町外図書館への貸出） 2,063 冊 

個人貸出冊数 139,984 冊+団体貸出冊数 4,010 冊+相互貸借提供冊数 2,063 冊 

＝総貸出冊数 146,057 冊 

エ 分野別 貸出統計 （※個人＋団体＋相互貸借貸出図書の合計） 

 一般書 児童書 郷土資料 合計 

 貸出冊数 
（冊） 

構成比 
（％） 

貸出冊数 
（冊） 

構成比 
（％） 

貸出冊数 
（冊） 

構成比 
％ 

貸出冊数 
（冊） 

構成比 
（％） 

０ 総 記 774 0.9 122 0.3 8 1.6 904 0.7 

１ 哲 学 2,958 3.3 300 0.7 15 3.1 3,273 2.4 

２ 歴 史 5,630 6.4 1,845 4.1 298 61.3 7,773 5.8 

３ 社会科学 5,923 6.7 937 2.1 20 4.1 6,880 5.1 

４ 自然科学 4,427 5.0 3,522 7.8 30 6.2 7,979 6.0 

５ 技 術 13,674 15.5 1,270 2.8 31 6.4 14,975 11.2 

６ 産 業 2,079 2.4 608 1.4 22 4.5 2,709 2.0 

７ 芸 術 5,681 6.4 1,723 3.8 14 2.9 7,418 5.5 

８ 言 語 844 1.0 362 0.8 0 0.0 1,206 0.9 

９ 文 学 46370 52.5 10,408 23.1 48 9.9 56,826 42.5 

Ｅ 絵 本 0 0.0 22,570 50.2 0 0.0 22,570 16.9 

P 紙 芝 居 0 0.0 1,299 2.9 0 0.0 1,299 1.0 

合 計 88,360 100 44,966 100 486 100 133,812 100 

雑 誌  9,441  

視聴覚資料  2,804 

総 合 計  146,057 

 

オ 利用状況の 5 年間の推移 

年間総数（年度） 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 

開館日数（日） 285 290 291 295 285 

来館者数（人） 136,592 134,673 140,790 143,118 137,114 

新規登録者数（人） 792 731 902 743 736 

貸出者数（人） 54,145 56,884 57,851 57,180 53,784 

貸出冊数（点） 151,354 150,607 153,898 152,589 146,057 

予約受付件数（件） 13,928 15,210 15,898 16,380 15,377 



14  

カ 年齢別貸出者延べ人数の 5 年間の推移 

年齢（歳） 
平成25 
（人） 

平成26 
（人） 

平成27 
（人） 

平成28 
（人） 

平成29 
（人） 

前年比

増減 

5年間の

増減率 

0～6 3,520 3,443 3,485 3,744 4,386 642 124.6 

7～12 5,662 5,411 5,658 5,179 4,844 △ 335 85.6 

13～15 891 891 809 892 853 △ 39 95.7 

16～18 218 332 399 350 318 △ 32 145.9 

19～22 559 362 385 314 299 △ 15 53.5 

23～29 580 705 625 586 529 △ 57 91.2 

30代 4,967 4,811 4,682 4,664 4,408 △ 256 88.7 

40代 10,156 10,543 10,631 10,068 9,202 △ 866 90.6 

50代 5,817 6,525 6,570 7,418 6,698 △ 720 115.1 

60代 11,059 11,630 11,852 10,704 9,001 △ 1,703 81.4 

70代以上 10,716 12,231 12,755 13,261 13,246 △ 15 123.6 

合計 54,145 56,884 57,851 57,180 53,784 △ 3,396 99.3 

キ 時間帯別貸出者数（29 年度） 

時間帯 
個人合計 
（人） 

構成割合 
（％） 

9～10時 5,406 10.1 

10～11時 7,061 13.1 

11～12時 6,474 12.0 

12～13時 4,764 8.9 

13～14時 4,744 8.8 

14～15時 5,524 10.3 

15～16時 6,617 12.3 

16～17時 7,004 13.0 

17～18時 6,190 11.5 

合 計 53,784 100 
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ク 貸出ベスト 10 

【一般書】 
 書  名 著者名 回数 複本 

1 羊と鋼の森 宮下  奈都 51 3 

2 コンビニ人間 村田  沙耶香 50 3 

3 
人魚の眠る家 東野  圭吾 47 2 

火花 又吉  直樹 47 3 

5 九十歳。何がめでたい 佐藤  愛子 45 2 

6 
豆の上で眠る 湊  かなえ 44 2 

ラプラスの魔女 東野  圭吾 44 2 

8 騎士団長殺し 第１部（顕れるイデア編） 村上  春樹 41 2 

9 
海の見える理髪店 萩原  浩 40 2 

フランス人は１０着しか服を持たない ジェニファー•Ｌ･スコット 40 2 

【児童書】 
 書  名 著者名 回数 複本 

1 
かいけつゾロリのだ•だ•だ•だいぼうけん！
前編 

原ゆたか／さく•え 31 2 

2 江戸の町のサバイバル 大富寺 航／マンガ 27 1 

3 室町時代のサバイバル イセケヌ／マンガ 26 1 

 

4 

かいけつゾロリの王子さまになるほうほう 原ゆたか／さく•え 24 1 

かいけつゾロリのきょうふのゆうえんち 原ゆたか／さく•え 24 1 

昆虫世界のサバイバル １ ゴムドリ co／文 24 1 

植物世界のサバイバル １ スウィートファクトリー／文 24 1 

 

 

 

 

 

 

8 

飛鳥時代のサバイバル 細雪  純／マンガ 23 1 

エネルギー危機のサバイバル ２ 金政郁／文 23 1 

かいけつゾロリのきょうふのプレゼント 原ゆたか／さく•え 23 1 

かいけつゾロリのまほうのランプ～っ 原ゆたか／さく•え 23 1 

恐竜世界のサバイバル １ 洪在徹／文 23 1 

恐竜世界のサバイバル ２ 洪在徹／文 23 1 

植物世界のサバイバル ２ スウィートファクトリー／文 23 1 

台風のサバイバル 洪在徹／文 23 1 

地中世界のサバイバル スウィートファクトリー／文 23 1 

ナイトサファリのサバイバル ２ ゴムドリ co／文 23 1 

山のサバイバル 洪在徹／文 23 1 

【絵本】 
 書  名 著者名 回数 複本 

1 恐竜トリケラトプスと大空の敵 黒川みつひろ／作絵 35 2 

2 アンパンマンとらくがきこぞう やなせたかし／原作 33 2 

3 アンパンマンとシャボンダマン やなせたかし／原作 31 2 

4 へんしんマラソン あきやまただし／作•絵 30 2 

5 アンパンマンとたこやきまん やなせたかし／原作 29 2 

6 ノンタンおしっこしーしー キヨノサチコ／作•絵 27 2 

7 おさるのジョージきょうりゅうはっけん マーガレット•レイ／原作 26 2 

8 おさるのジョージすいぞくかんへいく マーガレット•レイ／原作 25 1 

おしりたんてい ププッおおどろぼうあらわる！ トロル／さく•え 25 1 

はらぺこあおむし エリック•カール／さく 25 2 



16  

（３）予約•リクエストサービス

ア 処理の状況 

 

 

 

 

 

 

 

イ 予約受付数（受付区分別／個人利用者のみ） 

受付区分 件 数 

窓口 5,548 

電話 264 

メール 575 

インターネット 5,636 

館内OPAC 705 

合 計 12,728 

※パスワード登録者累計数 3,443人 

 

ウ 視聴覚資料予約 

資料の種類 件 数 

カセットブック 0 

Ｃ Ｄ 16 

ビデオテープ 0 

ＤＶＤ 30 

合 計 46 

 

（４）レファレンスサービス 
 

簡易ﾚﾌｧﾚﾝｽ 
受付票による 

ﾚﾌｧﾚﾝｽ 
書庫出納 

国立国会図書

館利用 
合計 

件 数 1,198 0 3,859 0 5,057 

 

（５）コピーサービス 
 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

枚 数 6,348 5,007 4,529 4,768 4,318 3,482 

区 分 受付数 完了数 

総 数 15,377 14,741 

 

内

訳 

所蔵図書（返却待ち）  11,312 

購 入  1,361 

借 受  1,276 

その他  792 

 



17  

（６）読書活動の推進

ア 展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ おはなし会 
場所：図書館 １階  おはなしコーナー

日時：毎週水曜日 15 時～15 時 30 分 

開 催 日 回数 テーマ 
子ども 
（人） 

大 人 
（人） 

合 計 
（人） 

4月 4 ともだち 33 15 48 

5月 5 庭（にわ） 50 32 82 

6月 4 おんがく 28 19 47 

7月 4 きょうりゅう 27 19 46 

8月 5 五味太郎さんの本 61 32 93 

9月 4 たぬきときつね 44 33 77 

10月 4 お菓子（かし） 30 16 46 

11月 5 夜（よる） 46 25 71 

12月 4 サンタクロース 37 22 59 

1月 1 戌（いぬ） 14 7 21 

2月 4 おふろ 13 8 21 

3月 4 夢（ゆめ） 12 7 19 

合 計 48  395 235 630 

平 均（月平均） 32.9 19.6 52.5 

28年度実績 360 206 566 

前年度比 35 29 64 

 展示期間 展示テーマ 

1 3／28～4／23 アウトドア 

2 4／25～5／21 葉山町所蔵美術展 

3 5／23～6／25 貴重書庫 

4 6／27～7／23 空をみよう、海の中をのぞいてみよう、土の中も見てみよう 

5 7／25～8／27 かいのどうぶつえん 

6 8／29～9／24 本について 

7 9／27～10／22 散歩 

8 10／24～11／26 葉山町所蔵美術展 

9 11／28～12／17 葉山町人権週間 

10 12／19～1／14 堀口大學展 

11 2／1～2／25 歳時記 

12 2／27～3／25 絵の本 

13 3／27～4／22 皇室 
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ウ ブックスタート 

開催回数 事 業 概 要 人 数 内 訳 

 

 

 

 

 

 

12 回／年 

 

 

 

 

乳児（4 ヶ月児）健康診査が行われる毎月第１

木曜日に、乳児と保護者に対する啓発事業とし

て、子ども育成課と町立図書館が連携して絵本

のプレゼントや読み聞かせ、 

図書館利用のガイダンスを行う 

 

 

 

 

 

 

169 組 

4 月 11 組 

5 月 12 組 

6 月 19 組 

7 月 13 組 

8 月 15 組 

9 月 13 組 

10 月 15 組 

11 月 11 組 

12 月 12 組 

1 月 15 組 

2 月 13 組 

3 月 20 組 

エ 学校関係機関等の連携 

内 容 日にち 学校名•学年等 人数 (人) 

図書館見学 
9 月 22 日 長柄小学校 2 年生 78 

11 月 28 日 葉山小学校 3 年生 102 

職場体験 
11 月 9 日•10 日 葉山中学校 2 年生 2 

11 月 17 日 逗子市立久木中学校 2 年生 3 

オ 刊行物 

①ブックリスト 

 名 称 内 容 

１ ひとりでよんでみよう 小学１年生（2015 年 4 月発行） 

２ 図書館からおすすめの本 小学生（2015 年 7 月発行） 

３ おすすめ秋の本 2015 小学生向け（2015 年 10 月発行） 

４ 図書館員からのおすすめ本 一般向け（2015 年 10 月発行） 

５ 
おすすめの絵本 

「春」「夏」「秋」「冬」 
乳幼児向け（2016 年２月発行） 

６ 
おすすめの絵本 

「のりもの」「どうぶつ」「かぞく」「むかしばなし」 
乳幼児向け（2016 年２月発行） 

７ 春の絵本 2016 幼児向け（2016 年 4 月発行） 

８ 中学生•高校生にすすめる本 中学生•高校生向け（2016 年 7 月発行） 

９ ハイハイ•タッチのおともだちへ 乳児向け（2017 年 4 月発行） 

10 シニアに贈るおすすめの絵本 一般向け（2017 年 9 月発行） 

11 図書館からのおすすめ児童図書 小学生向け（2018 年３月発行） 

12 シニアのためのおすすめ紙芝居 一般向け（2018 年３月発行） 
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（７）図書館附属施設利用状況

ア 29 年度利用承認件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 29 年度稼働実績 
  開放時間（時間） 使用時間（時間） 稼働率（ ％） 

 開館日数 ホール 和室 ホール 和室 ホール 和室 

4月 26 174 227.5 95.5 100 54.9 44.0 

5月 24 191.5 204.5 132.5 75.5 69.2 36.9 

6月 25 204 220 127.5 105.5 62.5 48.0 

7月 26 198.5 213 119 99 59.9 46.5 

8月 26 226 229 107 85 47.3 37.1 

9月 25 214 220 116 98.5 54.2 44.8 

10月 26 158 225 109 108 69.0 48.0 

11月 24 129 194 82.5 82.5 64.0 42.5 

12月 23 195 201 97 52.5 49.7 26.1 

1月 10 82 85 31 30 37.8 35.3 

2月 24 67 59 67 59 100 100 

3月 26 170 176 76 56 44.7 31.8 

合計 285 2,009 2,254 1,160 951.5 57.7 42.2 

※2 月は外壁工事延長に伴う特例措置による 

 ホール 研修室（和室） 合 計 

人 数 (人) 件 数 (件) 人 数 (人) 件 数 (件) 人 数 (人) 件 数 (件) 

４月 473 36 409 37 882 73 

５月 365 30 396 34 761 64 

６月 486 40 499 37 985 77 

７月 491 41 472 41 963 82 

８月 413 44 484 40 897 84 

９月 488 43 422 40 910 83 

１０月 700 42 438 42 1,138 84 

１１月 350 33 417 35 767 68 

１２月 372 38 277 22 649 60 

１月 154 17 164 11 318 28 

２月 360 27 344 27 704 54 

３月 59 5 72 7 131 12 

合 計 4,711 396 4,394 373 9,105 769 
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８ 条例•規則  

（１）葉山町立図書館条例 

 

昭和56年３月31日 

条例第５号 
〔注〕平成12年から改正経過を注記した。 

 

改正 昭和63年３月30日条例第５号 平成12年３月14日条例第４号

平成16年３月30日条例第５号 

（趣旨） 
第１条 この条例は、葉山町立図書館（以下「図書館」という。）の設置及び管理について必要な事項

を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 図書館法（昭和25年法律第118号）第10条の規定に基づき、図書館を次のように設置する。 
名称 位置 

葉山町立図書館 神奈川県三浦郡葉山町堀内1,874番地 

（職員） 
第３条 図書館に次の職員を置く。 

(１) 館長 
(２) 司書 
(３) 事務職員 

(４) その他必要な職員 

（委任） 
第４条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営及び管理について必要な事項は、教育委員会が

定める。 

附 則 
この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則（昭和63年３月30日条例第５号）
この条例は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月14日条例第４号）
この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月30日条例第５号）
この条例は、平成16年４月１日から施行する。 
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（２）葉山町立図書館条例施行規則 
 

 

〔注〕平成７年から改正経過を注記した。 

昭和56年３月31日教育委員会規則第２号 

 

改正 平成元年５月22日教委規則第３号 平成３年12月20日教委規則第２号平

成７年６月１日教委規則第２号 平成９年３月31日教委規則第１号平

成10年２月20日教委規則第４号 平成11年４月27日教委規則第４号平

成16年３月30日教委規則第２号 平成19年２月28日教委規則第２号平

成21年５月29日教委規則第３号 平成25年３月１日教委規則第１号平

成28年２月22日教委規則第３号 

第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 この規則は、葉山町立図書館条例（昭和56年葉山町条例第５号。以下「条例」という。）第４
条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(１) 図書資料とは、図書、文書、記録、定期刊行物その他これらに類するものをいう。 
(２) 視聴覚資料とは、ＣＤ、ＤＶＤ、紙芝居、その他の視聴覚教育のための資料をいう。 
(３) 図書館資料とは、図書資料及び視聴覚資料をいう。 
（休館日） 

第３条 葉山町立図書館（以下「図書館」という。）の休館日は、次のとおりとする。 
(１) 月曜日（休日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をいう。以

下同じ。）に当たるときを除く。） 
(２) 休日の翌日（土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。） 
(３) １月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日まで 
(４) 特別整理期間（６月１日から同月10日まで） 
(５) 前各号に定めるほか、教育長が必要と認める日 

２ 前項の規定にかかわらず、教育長は特に必要があると認めるときは、臨時に開館することができ
る。 
（利用時間） 

第４条 図書館（図書館附属施設（ホール、研修室及びこれらに付帯する施設、設備をいう。）を含
む。）の利用時間は、午前９時から午後６時までとする。 
（利用時間の変更） 

第５条 前条の規定にかかわらず、教育長は特に必要があると認めるときは、利用時間を短縮し、又は
延長することができる。 
（休館日等の掲示等） 

第６条 館長は、第３条第１項第５号、同条第２項及び前条の規定により臨時に休館、開館又は利用時
間を変更するときは、図書館に掲示する等利用者への周知を図らなければならない。 
（入館の制限） 

第７条 館長は、図書館の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その入館を拒み、又は退
館させることができる。 
(１) 他の利用者に、著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。 
(２) 図書館の施設若しくは、設備又は図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。 
(３) その他館長がその利用を不適当と認められるとき。 
（損害の賠償） 

第８条 利用者は、図書館の施設、若しくは設備又は図書館資料等を滅失又は損傷したときは、速やか
に館長に届出なければならない。 

２ 館長は、前項に規定する行為の原因が、故意又は重大な過失によるものと認めるときは、当該利用
者に対し、現品又は相当の代価をもっての弁償を請求するものとする。 

３ 第10条第１項に規定する利用券が利用者本人以外によって使用され損害が生じた場合には、利用
者本人がその責任を負うものとする。 

第２章 図書館資料の個人貸出 
（貸出の資格） 

第９条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。 
(１) 本町に住所又は居所を有する者 
(２) 町内に在勤又は在学する者 
(３) 逗子市、鎌倉市、横須賀市又は三浦市に住所を有する者 
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(４) その他教育長が適当と認める者 
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（貸出の手続） 
第10条 前条に規定する者が、図書館資料の館外貸出しを受けようとするときは、あらかじめ館外利用

申込書（様式１号）を館長に提出し、利用券（様式２号）の交付を受け、その利用券を提示するもの
とする。 

２ 館長は、前項に規定する利用券の交付をしたときは、利用券の交付を受けた者を登録する。登録期
間は、館長が別に定める。 

３ 前２項の手続を完了した者であっても、館長がこれを不適当と認めるときは、図書館資料の館外貸
出しを拒むことができる。 
（保証人） 

第11条 小学生以下の者の利用にあっては、保護者を保証人としなければならない。 
（利用券の有効期間） 

第12条 利用券の有効期間は、発行の日から３年を経過した日までとする。 
２ 利用券の有効期間を更新しようとする者は、館長に対し、利用券の更新を申請しなければならな

い。 
（届出の義務） 

第13条 利用券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を館長
に届け出なければならない。 
(１) 住所等を変更したとき。 
(２) 町内に在勤又は在学する者でなくなったとき。 
(３) 利用券を紛失又は汚損したとき。 

２ 利用券の交付を受けた者は、前項第３号に該当するときは、館長に利用券紛失届・再交付願（様式 
３号）を提出しなければならない。 

３ 館長は、前項に規定する提出を受けたときは、利用券を再交付するものとする。ただし、汚損した
場合は、汚損した利用券を受領するものとする。 

４ 前項に規定する利用券の再交付を受けた者は、その実費を負担しなければならない。 
（貸出数及び貸出期間） 

第14条 図書資料の館外貸出しは、１回につき４冊以内とし、貸出しを行った日から２週間以内とす
る。 

２ 視聴覚資料の館外貸出しは、１回につき２点以内とし、貸出しを行った日から１週間以内とする。 ３ 
前２項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、その貸出数及び貸出期間を変更す 

ることができる。 
（継続貸出） 

第15条 前条の期間満了後において同一図書資料を引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受
けなければならない。この場合の継続利用は、返納の日から２週間を超えてはならないものとする。 
（館外貸出の制限） 

第16条 次に掲げる図書資料は、館外貸出しを行わないものとする。 
(１) 辞書、事典、年鑑、統計書等の参考図書 
(２) 官報、新聞、パンフレットの類 
(３) 堀口大学文庫 
(４) その他館長が指定する図書資料 
（貸出の停止） 

第17条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料の館外貸出しを一定期間停止す
ることができる。 
(１) 利用券を他人に譲渡又は貸与したとき。 
(２) 図書館資料の返納を怠ったとき。 
(３) その他不正の行為があったとき。

第３章 図書資料の団体貸出 
（貸出の資格） 

第18条 図書資料の団体貸出しを受けることができる団体は、次の各号に掲げる団体等とする。 
(１) 本町に事務所を有する官公署、学校、会社及び社会教育関係団体等 
(２) その他教育長が適当と認める団体等 
（貸出の手続） 

第19条 前条に規定する団体等が、図書資料の館外貸出しを受けようとするときは、あらかじめ館外利
用申込書・団体用（様式４号）を館長に提出し、利用券・団体用（様式５号）の交付を受け、その利
用券を提示しなければならない。 

２ 前項の手続を完了した団体等であっても、館長がこれを不適当と認めるときは、図書資料の館外貸
出しを拒むことができる。 
（貸出冊数並びに貸出し期間） 

第20条 図書資料の館外貸出しは、１回につき300冊以内とし、貸出しを行った日から１ケ月以内とす 
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る。 
２ 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、冊数及び期間を変更することができ

る。 
（準用規定） 

第21条 利用券の有効期間、届出の義務、館外貸出の制限及び貸出の停止については、第12条、第13
条、第16条及び第17条の規定を準用する。 

第４章 図書資料の複写 
（図書資料の複写等） 

第22条 図書資料の複写を受けようとする者は、複写申込整理票（様式６号）を館長に提出し、その承
認を受けなければならない。 

２ 複写をすることができる図書資料は、町が所有し、又は寄託を受けた図書資料とする。ただし、教
育委員会が不適当と認めたときは、この限りでない。 

３ 図書資料の複写は、１複写部分につき１部とする。 
４ 図書資料の複写を行ったときは、申込者から実費を徴収する。ただし、教育委員会が特別の理由が

あると認めたときは、この限りでない。 
第５章 施設の利用 

（利用の手続） 
第23条 図書館附属施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用登録した町内で活動する団体で、

利用にあたっては、教育長の承認を受けなければならない。 
２ 図書館附属施設の利用団体登録及び利用の手続は、教育長が別に定めるものとする。 

（利用の不承認） 
第24条 教育長は、図書館附属施設の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を与

えない。 
(１) 風俗を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。 
(２) 営利を目的とするおそれがあるとき。 
(３) 特定の政党又は特定の候補者の利害のために使用するとき。 
(４) 特定の宗教などのために使用するとき。 
(５) 物品の販売、広告、宣伝、金品の寄付募集など営利を目的に使用するとき。 
(６) 図書館の管理上支障があるとき。 
(７) その他教育長が不適当と認めるとき。 
（利用の制限） 

第25条 教育長は、図書館附属施設の利用について、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用条件
の変更又は使用の停止、若しくは利用の承認を取り消すことができる。 
(１) 利用者が前条の各号のいずれかに該当したとき。 
(２) 利用目的に変更が生じたとき。 
(３) 危険物を使用する催しもので災害発生のおそれがあるものと認めたとき。 
(４) 施設を毀損するおそれがあると認めたとき。 
(５) その他教育長が支障あると認めたとき。 
（学習室利用の秩序） 

第26条 学習室を利用しようとする者は、学習室の秩序を保つため、次の各号に掲げる事項を守らな
ければならない。 
(１) 音読、談話、放歌等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 
(２) 室内での喫煙、飲食等をしないこと。 
(３) その他館長が指示すること。 
（学習室利用の不承認等） 

第27条 館長は、学習室の利用には、第24条及び第25条の規定を準用する。
第６章 受贈及び寄託 

（図書館資料の受贈） 
第28条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。 
２ 受贈の図書館資料は、他の図書館資料と同様の取扱いにより一般の利用に供することができる。 
３ 受贈の図書館資料には、寄贈者の氏名を記入するものとする。ただし、寄贈者が希望しない場合 

は、この限りではない。 
（図書館資料の寄託） 

第29条 図書館は、図書館資料の寄託を受けることができる。 
２ 寄託を受けた図書館資料は、寄託者の承諾がある場合のほかは、館外貸出しを行わないものとす

る。 
３ 図書館は、寄託資料の滅失、損傷について、その責を負わないものとする。

第７章 雑則 

（その他） 
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第30条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則 

この規則は、昭和56年４月１日から施行する。 
附 則（平成元年５月22日教委規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第５条第１項第２号及び第６条第２号の改正規定は、
平成元年５月28日から施行する。 

附 則（平成３年12月20日教委規則第２号）
この規則は、平成４年１月17日から施行する。 

附 則（平成７年６月１日教委規則第２号）
この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月31日教委規則第１号抄） 
（施行期日） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。
附 則（平成10年２月20日教委規則第４号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 
附 則（平成11年４月27日教委規則第４号） 

この規則は、平成11年７月１日から施行する。 
附 則（平成16年３月30日教委規則第２号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 
附 則（平成19年２月28日教委規則第２号） 

１ この規則は、平成19年４月１日から施行する。 
２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 
附 則（平成21年５月29日教委規則第３号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
２ 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができ

る。 
附 則（平成25年３月１日教委規則第１号）

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 
附 則（平成28年２月22日教委規則第３号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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（３）葉山町立図書館における資料の収集等に関する要綱 

（目的） 
第１条 この要綱は、葉山町立図書館条例施行規則（昭和56年教育委員会規則第２号）第34条の規定
に基づき、葉山町立図書館（以下「図書館」という。）における資料の収集の方針、収集の基準、
閲覧及び貸出の制限及び除籍等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
（資料収集の基本方針） 

第２条 図書館は、国民の知る自由を保障する図書館の任務を確認した「図書館の自由に関する宣 
言」（1954年採択 日本図書館協会）を尊重し、資料収集の自由を実践するため、予算の範囲内で
次のとおり収集を行う。なお、基本方針により収集した資料がどのような思想や主張を持っていよ
うとも、それを図書館または図書館職員が支持することを意味しない。 
（１）公立図書館の役割を果たすため、利用者の要求、社会の動向や時代の動きに配慮し、広く町

民の文化、教養、調査研究、趣味、娯楽等に資する資料を収集する。 
（２）通常の資料では図書館サービスを受けにくい町民のために、それぞれの状況に応じた資料を

収集する。 
（３）図書館で収集する資料の種類は次のとおりとする。 
① 図書（一般図書・児童図書） 
② 逐次刊行物（新聞・雑誌） 
③ 地域資料（郷土資料・行政資料） 
④ 皇室に関する資料 
⑤ 名誉町民であり葉山町ゆかりの著作者である堀口大學に関する資料 
⑥ 視聴覚資料 

（資料収集にかかる留意点） 
第３条 図書館は、資料の収集にあたり次に掲げる事項に留意する。 
（１）出版情報等を十分に活用し、新刊書に限らず古書も購入対象とするほか、寄贈、寄託などの手

段も必要に応じて活用する。 
（２）専門性の高い資料については、神奈川県立図書館や近隣図書館等の蔵書も留意して判断する。 
（３）すべての分野において、時代に則した最新の情報を提供できるように留意する。 
（４）全体の蔵書構成は、体系的に均整のとれたものとする。 
（５）あらゆる思想、信条、学説、宗派にとらわれず、公平に扱う。個人・組織・団体等からの圧力
や干渉により、収集の自由を放棄したり、紛糾を恐れて自己規制したりはしない。 

（６）図書館職員の個人的な関心や好みによって選択しない。 
（７）リクエストの有無に関わらず、複数の利用が見込まれることについて留意する。 

（資料の種類と収集の基準） 
第４条 図書館が収集する資料の種類と収集の基準は、次のとおりとする。 

（１） 図書 
① 一般図書 

町民の教養、調査・研究、趣味・娯楽などに役立つ基礎的資料を中心とし、 
｢日本十進分類法｣の主題配列に従い次のとおりとする。 

I  ０門 総記：図書館、図書、百科事典、一般論文集、逐次刊行物、団体、ジャーナリズ
ム、叢書） 

（ア） 情報科学については、最新の情報が記述された資料を収集する。 
（イ） コンピュータに関する資料については、ソフトウェアの解説書や入門書など基本的な技

術書、実用書を幅広く収集する。 
（ウ） 図書館・読書に関するものは、幅広い視点の資料を収集する。 
（エ） 百科事典・年鑑などは、さまざまな角度から利用できるよう各種のものを収集する。 
（オ） 定評のある叢書はできる限り収集する。 
II １門 哲学：哲学、心理学、倫理学、宗教 
（ア） 思想・哲学・心理学・宗教については、特定の思想・学派に偏ることなく各分野の基本

書を中心に収集し、入門書・解説書にも留意する。 
（イ） 倫理・道徳は、入門書・解説書を中心に収集する。 
（ウ） 宗教関係書は、特定の宗教・宗派に偏らず幅広く収集する。 
（エ） 人生訓の図書は、出版点数が多いので、厳選して収集する。 
III ２門 歴史：歴史、伝記、地理 
（ア） 歴史は、通史、各時代史、各国史を合わせ内容が史実に基づき正確に記述されているも

のを収集する。 
（イ） 特定の歴史観や学説に偏らないよう、幅広く収集する。 
（ウ） 伝記については、歴史上の人物のみならず、現代人も対象として客観的な立場で書かれ

たものを収集する。 
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（エ） 地図は、正確で信頼性の高い最新の資料を収集する。 
（オ） 旅行ガイドブックは、最新のものを収集する。 
IV ３門 社会科学：政治、法律、経済、統計、社会、教育、風俗習慣、国防 
（ア） 社会科学に関係する資料は、各テーマの社会情勢の変動に合わせ新しい事項が記述され

た基本的文献と時代を反映した文献を収集する。 
（イ） 法律、税制などに関する資料は、制定・改廃に留意して基本的な文献と最新のものを収

集する。 
（ウ） 政治に関する資料は、特定の党派・政治家、著者に偏らないように配慮して収集する。

世界各国の政治及び行政に関する資料は幅広く収集する。 
（エ） 経済学、経済思想、経営学及び経営管理に関する資料は、入門書、実用書から専門書ま

で最新の資料を提供できるよう、バランスよく収集する。 
（オ） 人権、障害者、女性、高齢者、社会保障、労働、社会福祉に関する資料は、歴史的事実

や医学的な正確さ、社会情勢の変動に合わせ新しい事項が記述された主要な資料を積極的に
収集する。 

（カ） 教育学は、多様な観点に立ち基本的文献と最新の資料を収集する。 
（キ） 学校案内は、最新の情報を提供できるように収集する。 
V ４門 自然科学：数学、理学、医学 
（ア） 自然科学の各分野は高度に細分化、専門化されているので、入門書・解説書に重点をお

き収集する。 
（イ） 医学と医学倫理に関する分野は、一般教養的な資料から必要な専門書にわたって収集す

る。 
（ウ） 医学的根拠のない治療法・健康法を紹介したものは、内容に注意して収集する。 
VI ５門 技術：工学、工業、家政学 
（ア） 科学技術への関心や興味が深められるような資料を収集する。 
（イ） 科学技術の進歩は著しく変化も激しいので、最新の資料を提供できるよう収集に努め

る。 
（ウ） ゴミ問題や公害、自然保護など環境問題は、多様な視点に立つ資料を収集する。 
（エ） 建築・インテリアについては、実用書からある程度専門的なものまで収集する。 
（オ） 通信工学、電気通信については、趣味や実用に役立つ資料を収集する。 
（カ） 洋裁、編み物、料理など家政・生活科学については、多種類の実用的な資料を収集す

る。 
VII ６門 産業：農林水産業、商業、運輸、通信 
（ア） 各種産業の最新の動向について把握できる資料を収集する。 
（イ） 園芸やペットなどの分野は、趣味や実用に役立つ資料を収集する。 
（ウ） 商業及びマーケティングは、実務に役立つ資料を中心に収集する。 
（エ） 運輸、交通、通信事業は、最新の資料を収集する。 
VIII ７門 芸術：美術、音楽、演劇、スポーツ、諸芸、娯楽 
（ア） 町民の教養・趣味・娯楽に役立つ資料を、鑑賞・評価と制作・実技などの両面にわたり

幅広く収集する。 
（イ） 音楽については、理論、歴史、各技法、解説及び著名な音楽家の伝記を収集する。 
（ウ） 演劇、芸能及び映画については、基本書を中心に幅広く収集する。 
（エ） 漫画は、社会的評価の定まった作品・作家を中心に、慎重に選択し収集する。 
（オ） 美術全集・画集・写真集などは、芸術性の高いものを中心に収集する。 
（カ） スポーツは、各種目・競技の基本書・ルールブックを中心に収集する。 
IX ８門 言語 
（ア） 町民の教養・学習・実用に役立つ資料を収集する。 
（イ） 各言語に関する入門書・解説書および主要な著作を中心に収集する。 
（ウ） 辞典類は、この分野の中心となる資料のため、重点をおいて収集する。 
X ９門 文学 
（ア） 町民の利用が多い分野であるため、幅広く収集する。 
（イ） 日本文学については、あらゆる分野の古典から現代まで幅広く収集する。 
（ウ） 外国の文学については、著名な作品を中心に幅広く収集する。 
（エ） 文学全集は、類似のものも多いので、収録作品等の特色も考慮して収集する。 

② 参考（レファレンス）図書 
参考（レファレンス）図書は、常に町民が調査、研究できるようにするため、常備資料として、

次のとおり収集する。 
（ア） 町民の調査・研究に対応できるよう幅広く収集する。 
（イ） 各分野の専門的かつ網羅的な資料を中心に収集する。 
（ウ） 最新の情報を提供できるようにし、改訂等に注意する。 
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③ 児童図書・ヤングアダルト図書 
児童図書については、幼児から中学生までそれぞれの発達段階を踏まえ、本との出合い、読書の

楽しさや喜びを見いだせるよう、各分野の資料を次のとおり収集する。 
I 絵本 
（ア） 児童等を対象とした資料のうち、絵を中心とした絵本は、子どもが初めて出会う本であ

るので、文と絵が一体化しているものを、創作絵本から科学絵本まで幅広く収集する。 
（イ） 評価の定まった絵本については、網羅的に収集し、複本を用意する。 
II 文学 
（ア） 本を読み始めたばかりの子どもから中学生まで、それぞれの発達段階に応じた本を幅広

く収集する。長く読み継がれ、定評のあるものを中心に現代の子どもの要求に合った新しい
作品についても積極的に収集する。 

（イ） 長い間読み継がれてきた作品で定評のあるものについては、複本を用意する。 
（ウ） 昔話については、民俗学からの視点だけではなく、子どもの文学の原点として位置づけ

収集する。 
III 紙芝居 
（ア） 絵と文の調和がとれている資料を収集する。 
（イ） 教育的・道徳的なものにとらわれず、子どもが楽しめる資料を収集する。 
IV ヤングアダルト図書 
（ア） 中学生、高校生世代を対象に、教養・趣味・娯楽・実用にわたり関心の高い資料を収集

する。 
（イ） ヤングアダルトを主たる対象として出版された資料を中心に収集する。 
V その他 
（ア） 子どもたちの興味や流行に留意する。 
（イ） 子どもたちが自ら楽しめる資料を収集する。 
（ウ） 最新の情報や研究成果に基づく資料に留意する。 
（エ） 図版、写真、イラストで効果的にわかりやすく表現されたものに留意す

る。 
（オ） 実験、工作、園芸、飼育に関するものは、実用的で安全な内容のものに

留意する。 
（カ） 学校のカリキュラムにも留意し、調べ学習などにも対応できるようにす

る。 
④ 外国語図書 

町内在住の外国人の日常生活に役立つ資料、及び日本人が多文化への理解を深めるための資料を
次のとおり収集する。 
（ア） 日本の歴史・伝統・社会・文化・芸術などについて書かれた資料は、幅広く収集する。 
（イ） 日本語学習のための資料を収集する。 
（ウ） 葉山町および神奈川県について書かれた資料はできる限り収集する。 
（エ） 英字資料を中心にして、各国を紹介した図書及び百科事典、辞典などの参考図書を収集

し、また必要に応じて各主題の解説書・基本書も収集する。 
（２） 逐次刊行物 

新聞・雑誌については、迅速で幅広い情報を得る手段として、また、趣味・娯楽に役立
てるための資料として、次のとおり収集する。 
① 新聞 
（ア） 新聞は、主要な全国紙に加え、神奈川新聞など地方紙も収集する。 
（イ） 専門紙および政党紙については、主要なものを収集する。 
② 雑誌 
（ア） 雑誌は、最新の情報を得られる資料であるため、町民の日常生活に役立つ主要なものを幅

広く収集する。 
（イ） 児童向けのものを含め、各分野のバランスを考慮して収集する。 

（３） 地域資料（郷土資料・行政資料） 
地域資料は、葉山町の歴史・地理・行政・風土・産業等に関する資料、及び近隣市町に関する資

料も必要に応じて、次のとおり収集する。 
（ア） 葉山に関する地域資料は、次の形態のものを収集する。 

ａ 図書 
ｂ 新聞、雑誌 
ｃ パンフレット、リーフレット 
ｄ 絵葉書、ポスター 
ｅ 視聴覚資料 
ｆ その他必要なもの 
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（イ） 葉山町および町の関連機関が発行する行政資料は、網羅的に収集する。 
（ウ） 神奈川県および県内市町村について書かれた資料は、主要なものを収集する。 
（エ） 神奈川県および県内市町村が出版した主要なものは収集する。 

（４） 皇室に関連する資料 
葉山町は御用邸を有する関係から皇室に関連する資料を収集する。 

（５） 堀口大學に関連する資料 
名誉町民である堀口大學氏の作品及び関連する資料を収集する。 

（６） 視聴覚資料 
映像資料・録音資料については、館外貸出しできるＤＶＤ、ＣＤを中心に次のとおり収集す

る。 
① 映像資料 

過去にビデオテープ、ＤＶＤと収集する映像メディアが変遷してきているが、当面はＤＶ 
Ｄを主として収集することとする。既にBlurayも登場しており、時代の流れに沿って、収集
メディアの変更に応じ対応していく。 
（ア） 劇映画やアニメーション映画祭・コンクールの受賞作品や定評がある作品を収集す

る。 
（イ） 教養・趣味などについては、記録・文化・科学・美術などのジャンルから定評のある

作品を収集する。 
（ウ） スポーツに関するものは、各種目の解説や競技記録などを収集する。 
② 録音資料 

過去にカセットテープ、ＣＤと収集する音声メディアが変遷してきて
いるが、当面はＣＤのみを収集していく。 
（ア） 主要な作曲家・指揮者・演奏家・声楽家のものを中心に収集する。 
（イ） 次のジャンルを中心に収集する。 

ａ クラシック音楽 
交響曲・管弦楽曲・オペラ楽曲・その他 

ｂ ポピュラー音楽 
ジャズ・歌謡曲・シャンソン・その他 

ｃ その他の音楽 
邦楽・唱歌・民謡・その他 

ｄ 音楽以外 
落語・朗読・その他 

（収集しない資料） 
第５条 図書館は、次に掲げる資料は、収集の対象としない。 
（１）収集することがふさわしくないと考えられる次のもの。 

① 著作権法上、閲覧や貸出ができない資料 
② 個人情報の記述がある資料及び人権への配慮に欠ける資料 
③ 暴力や犯罪を容認したり、残虐性を助長する資料、及び性的表現が過激な資料 
④ 特定の個人・団体・機関を誹謗中傷するような資料 
⑤ 特定の宗教及び政党並びに企業等の宣伝傾向が著しい資料 
⑥ 極度に低俗な資料、内容に信憑性がない資料 

（２）主に専門家や研究者が利用するような、高度な学術書・研究書 
（３）学習参考書、資格取得に関する問題集、試験問題集、ゲーム攻略本など個人が専有し利用する

ことを目的とする資料 
（４）ひらがな練習帳、シールブック、ぬり絵などの書き込みや切り取りなどを主目的とする資料

や、こわれやすい立体絵本などの１回又は数回の使用でその利用価値が著しく損なわれる資料 
（５）漫画雑誌 
（６）タレント等の写真集 

（選書会議の設置） 
第６条 図書館は、収集する資料の選択等にあたっては、選書会議を設置する。 
２ 選書会議の構成員は、図書館司書の資格を有する図書館職員で、館長が選任する者とする。ただ

し、館長が必要と認めるときは、構成員以外の者の意見を聞くことができる。 
（選書会議の協議事項） 

第７条 選書会議は、次に掲げる事項を協議する。 
（１） 新刊書等の資料の収集の可否に関すること。 
（２） 図書館資料の除籍の可否に関すること。 
（３） 図書館資料の閲覧・貸出の制限に関すること。 
（４） 寄託・寄贈資料の受け入れに関すること。 
（５） リクエスト資料の購入・借り受けに関すること。 
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（６） その他館長が必要と認める事項 
２ 選書会議は、この要綱に規定する基本方針、基準等に則り協議する。 
３ 選書会議は、毎月１回開催する。ただし、館長が必要と認めるときはこの限りではない。 
４ 館長は、選書会議の結果を審査したうえで、決定するものとする。 
５ 館長は、新刊書の収集にあたり、第５条第１号の規定に該当する恐れがあると認める場合は、あ
らかじめ選書会議の構成員が内容を審査したうえで協議するものとする。 
（予約） 

第８条 図書館利用者は、図書館資料が貸し出されている等のために直ちに利用できない場合
に、図書館資料の貸出を予約することができる。 
（リクエスト） 

第９条 図書館利用者は、図書館が所蔵しない資料の提供を求めること（以下「リクエスト」とい
う。）ができる。 
（利用者の資格） 

第10条 予約及びリクエストを行うことのできる図書館利用者は次のとおりとする。 
（１）町内在住者（本町に住所又は居所を有する者及び横須賀市湘南国際村に住所を有する

者） 
（２）町内在勤者、在学者 
（３）その他、図書館長が認めた者 
（予約及びリクエスト貸出しサービス） 

第11条 予約又はリクエスト資料の貸出しを受けようとする者（以下「予約者等」という。）は、予
約・リクエスト票に必要な事項を記入し、申し込むものとする。 

２ 図書館は、前項の規定により図書館資料の予約申込みがあったときは、予約の手続きを行うものと
する。 

３ リクエストの申込みがあったときは、この要綱に基づき、資料の購入若しくは他図書館から借り受
けについて選書会議において協議し、館長が決定するものとする。 

４ 館長は、葉山町立図書館条例施行規則（昭和56年教育委員会規則第２号）第17条の規定に基づき、
予約者等が正当な理由なく返却期限日経過後返却しないときは、他の図書館資料の貸出を制限するこ
とができる。 
（予約及びリクエストした者への通知） 

第12条 予約及びリクエスト資料の利用が可能になったとき又は第15条の規定による取消しになったと
きは、図書館が定めた連絡方法の内、図書館利用者の指定する方法で予約者等に通知する。ただし、
通知不要の申出があったときは、この限りではない。 
（予約及びリクエスト資料の取り置き） 

第13条 予約又はリクエスト資料が用意されてから、図書館に取り置く期間は、前条による通知の日か
ら開館している８日間とする。 

２ リクエスト資料の購入もしくは借り受けの手配に２か月以上の期間を要する場合は、処理状況を適
宜予約者に通知することとする。 

３ 指定された連絡方法で連絡が取れなかった場合で、次に予約者等がいる場合は、１回に限り予約又
はリクエストの優先順位を１つ繰り下げる。 
（予約及びリクエストの冊数） 

第14条 予約は、書籍資料、雑誌、視聴覚資料を合わせて10冊までとする。 
２ リクエスト資料の冊数は、書籍資料を10冊までとし、予約冊数に含むものとする。 

（予約及びリクエストの取消し） 
第15条 図書館は、予約・リクエストを次の事由により取消しすることができる。 

（１）利用者からの申し出があったとき。 
（２）取り置き期間が過ぎたとき。 
（３）第５条に規定する収集しない資料のため提供できないとき。 
（４）入手が不可能な資料のとき。 
（５）その他、館長が認めたとき。 
（資料の寄贈及び寄託の申し出） 

第16条 図書館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈・寄託申出書（第１号様式）
を館長に提出するものとする。 
（資料の寄贈及び寄託の決定） 

第17条 館長は、前条に規定する資料寄贈・寄託申出書を受けたときは、選書会議での協
議の上、その資料の受け入れの可否について決定する、 

２ 館長は、前項の決定について、申し出をした者に通知するものとする。 
（契約の締結） 

第18条 館長は、寄贈又は寄託の受け入れを決定したときは、資料寄贈・寄託契約書（第２号
様式）により、契約を締結するものとする。 
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（資料の受領） 
第19条 館長は、寄託者又は寄贈者から資料を受け入れるにあたり、寄贈書又は寄託書を資料

とともに受け取り、寄託者又は寄贈者に対し、寄託（寄贈）資料受領書（第３号様式）を交
付する。 
（資料の寄託期間） 

第20条 資料の寄託期間は、５年とする。 
２ 前項に規定にかかわらず、契約後やむをえない事情が生じたときは、この期間を短縮する

ことができる。 
３ 寄託者は、寄託期間満了後の更新をする場合は、資料寄託更新申出書（第４号様式）を提

出するものとする。 
（配架、閲覧及び貸出の制限） 

第21条 図書館資料が次に掲げる事項に該当するときは、配架、閲覧及び貸出の制限をすることができ
る。 
（１） 「図書館の自由に関する宣言」における、例外的に提供制限があり得る資料 
（２） 神奈川県青少年保護条例に基づき神奈川県が有害図書類に指定したもの 
（３） 特定された図書についての配架、貸出又は閲覧の制限についての請願、陳情又は

要望があった場合で館長が必要と認めたもの 
（４） 寄贈又は寄託を受けた資料で、寄贈者又は寄託者の承認がないもの 
（５） 地域資料で、新たに入手が不可能であるなどの理由により貸出等に供することが不適当であ

ると館長が認めるもの 
（６）収集した資料のうち第５条に規定する資料又はそれに準ずるものと館長が判断したもの 
２ 前項に規定するものについては、年齢の制限を設けることができる。 
３ 館長は、第１項に規定する事項に該当する可能性があると認める資料を、当分の間、上記

規定する配架等の制限をすることができる。 
（除籍の基本方針） 

第22条 館長は、第７条に規定する協議を経て、利用価値を失った資料又は一定期間所在が確認できな
い資料を除籍し、必要な資料の補充を行い、適正な資料の維持管理に努める。 
（除籍の対象となるもの） 

第23条 除籍の対象となる資料は、次に掲げるものとする。 
（１）汚破損資料（汚損・破損が著しく、利用に耐えられないもの） 
（２）不用資料 

ア 新版・改訂版などを入手したことにより、不要となったもの
イ 記述内容が古くなり、資料としての価値を失ったもの 
ウ 複本があり、利用が著しく低下したもの
エ 保存期間を経過した新聞・雑誌 

（３）亡失資料 
ア 不可抗力による災害その他の事故によるもの 
イ 蔵書点検により所在不明となって２年以上を経過したもの 
ウ 貸出した資料のうち、督促などをしたものの未返却の状態で２年以上を経過したもの 

（４）数量更正（蔵書のうち、合冊製本などにより再登録をしたため当初の登録を抹消するもの。 
（５）その他除籍しても差し支えないと館長が判断したもの 

２ 前項に該当するもので次に掲げるものは、除籍しないものとする。 
（１）品切れや絶版で買い替えができない古典や名著とされている資料 
（２）葉山に関する地域資料のうち新たに入手できない資料 

３ 除籍することとなった資料で、再利用の可能なものについては、必要とする施設などに譲渡する
ことができる。 
（委任） 

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（図書館資料の選定及び除籍基準の廃止） 
２ 図書館資料の選定及び除籍基準は、廃止する。 
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（４）葉山町立図書館附属施設の利用等に関する要綱 

（平成２８年３月１１日 制定） 

(趣旨) 
第１条 この要綱は、葉山町立図書館条例施行規則（以下「規則」という。）第 23 条第２項の規定に基づ

き、葉山町立図書館附属施設の利用団体登録及び利用の手続等に関し必要な事項を定めるものとす
る。 
(利用できる施設) 

第２条 利用できる葉山町立図書館附属施設は、規則第４条に規定するホール、研修室及びこれらに
付帯する施設とする。 
(利用者の条件) 

第３条 施設を利用できる者は、規則第 24 条の規定に該当しない団体で、町内在住在勤５人以上で構成
され、責任者が明確な生涯学習活動団体とする。 
(利用団体の登録) 

第４条 利用団体として利用しようとする者は、葉山町立図書館附属施設利用団体登録申請書（第１
号様式）に必要事項を記載し、当該団体の会則及び会員名簿を添えて葉山町教育委員会教育長（以下 
「教育長」という。）に登録の申請をしなければならない。 

第５条 教育長は、前条の申請を受けたときは、審査し承認又は不承認を決定する。承認の決定をした
ときは、申請者に対し葉山町立図書館附属施設利用団体登録証（第２号様式）を発行する。また、不
承認の決定をしたときは、その旨を通知する。 

２ 登録の有効期間は、教育長の定める日（以下「一斉更新日」という。）から２年を経過した日（以
下「登録期限日」という。）までとする。一斉更新日以降に新規登録又は登録変更を行った団体の登
録期間は、登録の日から登録期限日までとする。 

３ 登録を更新しようとする者は、登録期限日の２ヶ月前から登録更新の申請をすることができる。 
（利用団体登録の免除） 

第６条 次に掲げる団体は、登録を免除する。 
（１） 葉山町ＰＴＡ連絡協議会及び葉山町立小・中学校の各単位ＰＴＡ 
（２） 葉山町文化協会及び葉山町文化協会加盟協会 
（３） 葉山町青少年指導員連絡協議会 
（４） 葉山町子ども会連絡協議会及び町内の各単位子ども会 
（５） 葉山ジュニアリーダーズクラブ 
（６） 葉山町スポーツ推進委員連絡協議会 
（７） 葉山町体育協会及び葉山町体育協会加盟団体 
（８） その他教育長が認める団体 
（責任者及び利用責任者） 

第７条 登録団体の責任者は、当該団体を代表し、総括の責を有する成人でなければならない。 
２ 施設を利用するとき、責任者が必ず同伴し、施設の管理、利用者の安全確保及び指導にあたるもの

とする。ただし、責任者が同伴できない場合は、事前に登録した利用責任者が、責任者の業務を行う
ものする。 

３ 責任者は、責任者又は利用責任者に変更があったときは、速やかに葉山町立図書館附属施設利用団
体変更届（第３号様式）により教育長に届け出なければならない。 

(利用の申請及び承認) 
第８条 登録団体は、施設を利用するときは、葉山町立図書館附属施設利用申請書（第４号様式）によ

り教育長へ申請する。 
２ 利用の申請は、利用する月の前月の１日（休日にあたる場合はその翌日）から提出できる。ただ
し、教育長が必要と認める場合は、１団体につき年間２回まで５ヶ月前から申請することができる。 ３ 教
育長は、申請に基づき審査のうえ決定する。承認の決定をしたときは、葉山町立図書館附属施設利用

承認書（第５号様式）に承認印（第６号様式）を押印し承認する。また、不承認の決定をしたと 
きは、その旨を通知する。 

（その他の事項） 
第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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（５）葉山町立図書館雑誌スポンサー制度実施要領 

（目的） 
第１条 この要領は、葉山町立図書館（以下「図書館」という。）において配架し閲覧等に供す
る雑誌及び雑誌架に民間企業等の広告を掲載し、その雑誌の年間購読料を当該民間企業等が負
担することで、経費の削減、雑誌資料の充実及び地域経済の活性化を図るために実施する葉山
町立図書館雑誌スポンサー制度（以下「雑誌スポンサー制度」という。）に関し必要な事項を
定めるものとする。 

（制度の内容） 
第２条 雑誌スポンサー制度は、図書館に配架する雑誌及び雑誌架に企業、商店、団体等（以下 
「スポンサー」という。）の広告を掲載し、当該雑誌等に広告を掲載した者がその購入費用を
負担し、図書館に雑誌を提供することをいう。 

（スポンサー及び掲載広告の基準） 
第３条 スポンサーとして広告を掲載できる者及び掲載する広告の基準等は、葉山町広告掲載要
綱（平成１８年３月３１日制定。以下「要綱」という。）及び葉山町広告掲載基準（平成１８
年３月３１日制定）の規定による。 

２ 前項に定めるもののほか、特に葉山町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が不適当
と認める者又は広告の内容については、対象外とする。 

（雑誌の提供期間及び広告の掲示期間） 
第４条 雑誌の提供期間及び広告の掲示期間は、雑誌提供の開始日から１年とする。ただし、ス
ポンサーとの協議その他の理由により雑誌の提供期間及び広告の掲示期間を変更する場合は、
この限りではない。 

（広告の規格） 
第５条 広告の規格は、図書館が別に定める。 
（募集期間等） 
第６条 雑誌スポンサー制度の募集期間は、毎年館長が定める。 
２ 申込希望者は、前項の規定にかかわらず、募集期間を過ぎた場合でも、スポンサー制度に申
込むことができる。この場合において、当該申込希望者は、雑誌の提供開始日等について教育
委員会と協議するものとする。 

（申込手続き等） 
第７条 本制度により雑誌の提供及び広告の掲載をしようとする者（以下「申込希望者」とい 
う。）は、葉山町立図書館雑誌スポンサー制度申込書兼同意書（第１号様式）に次に掲げる書
類を添えて、教育委員会に提出するものとする。 
(１) 広告の図案 
(２) 企業、商店、団体等の概要がわかる案内又はパンフレット 
(３) 住民税納税証明書（葉山町以外の地方公共団体に住民税を納めているものに限

る。） 
(４) その他教育委員会が特に必要と認めるもの 
（スポンサーの決定） 
第８条 教育委員会は、前条の申込書が提出されたときは、次条第１項に定める募集期間の経過
後、内容を審査しその適否を決定し、その結果を葉山町立図書館雑誌スポンサー決定通知書 
（第２号様式）により申込希望者に通知するものとする。 

２ 前項の決定において疑義が生じた場合は、葉山町広告掲載要綱第７条に規定する葉山町広
告審査委員会において審査し、適否を決定する。 

３ 第１項の適否を決定する場合において、当該決定に係る１雑誌について申込希望者が重複
した場合は抽選で決定するものとする。ただし、年度途中で申込みが重複した場合は、先着
順とする。 

（スポンサー契約の締結） 
第９条 教育委員会と第８条第１項のスポンサー決定通知を受けた者（以下「スポンサー」とい
う。）は、葉山町立図書館雑誌スポンサー制度にかかる覚書（第３号様式）により契約を締結
するものとする。 

（雑誌の選定） 
第 10 条 スポンサーは、教育委員会が指定する雑誌から提供を希望する雑誌を選定するものと
する。 

（雑誌購読料の負担方法） 
第 11 条 スポンサーが、提供する雑誌の購読料を負担する方法は、次に掲げるいずれかの方法
で、双方協議の上決定する。 
（１） スポンサーが図書館指定の雑誌取扱い業者と年間契約を締結し、その雑誌の年間購読
料を雑誌取扱い業者に支払う。 
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（２） 図書館がスポンサーが提供する雑誌を購入し、スポンサーに対し納入の請求を行い、
スポンサーはその金額を納入する。 

２ 提供する雑誌のうち年間購読契約に含まれない別冊等については、負担の対象としない。 
（広告の掲示の方法） 
第 12 条 スポンサーの広告は、提供する雑誌の最新号雑誌カバーの表裏の両面及び雑誌架にス
ポンサーの名称及び提供した旨を掲載する。 

（雑誌の配架位置） 
第 13 条 提供された雑誌の配架位置は、館長が決定する。 
（雑誌の休刊等による変更） 
第 14 条 雑誌の提供期間中に当該雑誌が廃刊又は休刊となった場合は、教育委員会とスポンサ
ーは協議の上、別の雑誌及び雑誌架に広告を切り替えることができるものとする。 

（広告掲載に関するスポンサーの責務） 
第 15 条 広告の内容に関する一切の責任は、スポンサーが負うものとする。また、広告掲載に
関して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの負担において解決する。 

（提供雑誌の所有権） 
第 16 条 提供を受けた雑誌の所有権は、葉山町に帰属する。 
（その他） 
第 17 条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則 
この要領は、平成 28 年３月１日から施行する。 
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